
 

 

住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表 

 
住民基本台帳法〔昭和 42 年法律第 81 号〕第 11 条〔国又は地方公共団体の機関の請

求による住民基本台帳の一部の写しの閲覧〕第３項、及び第 11 条の２〔個人又は法人

の申出による住民基本台帳の一部の写しの閲覧〕第 12 項の規定により、令和５年３月 

１日から令和６年２月２９日までの間における閲覧状況について、次のとおり公表する。 
 

令和６年３月１５日 
海老名市長 内 野  優 

 

閲覧申出者 
閲覧請求事由・ 

利用目的の概要 
閲覧年月日 閲覧に係る住民の範囲 

（株）日本リサーチセンタ

ー 

代表取締役社長杉原領治 

「2023 年『腰痛に関する

全国調査』」の対象者抽

出のため 

令和 5 年 6 月 1 日 
東柏ケ谷五丁目 

２０歳～８９歳の男女 ２０件 

株式会社東京商工リサーチ 

横浜支店 

支店長 高柳 慶 

子どもの生活状況調査実

施に係る対象者抽出 
令和 5 年 6 月 2 日 

上今泉、国分北、杉久保南 

中学２年生（2009（平成 21

年）年４月２日から 2010（平

成 22 年）４月１日までの生れ

の方） 

一般社団法人新情報センタ

ー 

事務局長 山本 恭久 

調査の対象者名簿作成の

ため 

調査名：消費動向調査 

令和 5 年 6 月 6 日 
さつき町に居住する日本国籍を

有する男女個人 72 件 

株式会社ＣＣＮグループ 

社会環境調査事業部長 坂

本 憲彦 

神奈川県が実施する「令

和５年度 県民ニーズ調

査」対象者の抽出のため 

令和 5 年 6 月 7 日 

大谷南四丁目・柏ケ谷・河原口

四丁目・今里三丁目・大谷北三

丁目・東柏ケ谷二丁目（から各

20 名）在住の満 18 歳以上の男

女 120 名 

一般社団法人 中央調査社 

会長 境 克彦 

「気候変動に関する世論

調査（附帯調査：アルコ

ール依存症に対する意

識）」実施のための対象

者抽出 

令和 5 年 6 月 15 日 

国分寺台 

満 18 歳以上（平成 17 年６月末

日までに生まれた）日本人の男

女 17 名 

一般社団法人 中央調査社 

会長 境 克彦 

「食料・農業・農村の役

割に関する世論調査」実

施のための対象者抽出 

令和 5 年 7 月 21 日 

門沢橋の満 18 歳以上の日本人

の男女 15 名（平成 17 年８月末

日まで生まれ） 



一般社団法人新情報センタ

ー 

事務局長 山本 恭久 

調査の対象者名簿作成の

ため 

調査名：国民生活に関す

る世論調査 

令和 5 年 9 月 13 日 

国分北１丁目２３～ 

平成 17 年 10 月 31 日以前に出

生の男女個人 14 人 

一般社団法人 中央調査社 

会長 境 克彦 

「第６回くらしと生活設

計に関する調査」実施の

ための対象者抽出 

令和 5 年 9 月 28 日 

国分南の満 20 歳以上の日本人

の男女 20 名（平成 15 年 10 月

末日まで生まれ） 

株式会社サーベイリサーチ

センター 

独立行政法人国立病院機

構久里浜医療センターが

実施する「国民の娯楽と

健康に関するアンケー

ト」対象者抽出のため 

令和 5 年 9 月 29 日 

大谷北四丁目の令和５年 11 月

１日時点で 18 歳以上 74 歳以下

の日本国籍を有する者 

株式会社日本リサーチセン

ター 

代表取締役社長 杉原 領

治 

「青少年のインターネッ

ト利用環境実態調査」の

対象者抽出のため 

令和 5 年 10 月 3 日 
門沢橋２丁目、社家 

０歳以上 17 歳以下の男女 20 件 

一般社団法人 中央調査社 

会長 境 克彦 

「社会意識に関する世論

調査」実施のための対象

者抽出 

令和 5 年 10 月 4 日 

本郷の満 18 歳以上（平成 17 年

10 月末日までに生まれた）の

日本人の男女 16 名 

一般社団法人 中央調査社 

会長 境 克彦 

「テレビ視聴に関する調

査」実施のための対象者

抽出 

令和 5 年 11 月 29 日 

東柏ケ谷の 16 歳以上（平成 19

年 12 月末日までに生まれた）

の日本人の男女 14 名 

株式会社日本リサーチセン

ター 

代表取締役社長 杉原 領

治 

「嗜好品と社会的意識・

地位に関する調査（第 2

回） 

令和 5 年 12 月 1 日 

国分北 1 丁目、上郷 1 丁目、国

分寺台３丁目・５丁目 

２３～６７歳の男女、12 名 

 
 

公表内容は、住民基本台帳法及び総務省令による 


